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 本日、環境影響評価法第３条の６の規定に基づき、「（仮称）北海道（道北地
区）ウィンドファーム豊富計画段階環境配慮書」について、三浦電機株式会社に
対し、環境の保全の見地からの意見を述べた。 

 意見内容は別紙のとおり。 

 

 

（参考）当該地点の概要 

 

１．計画概要 

 ・場  所  ： 北海道稚内市及び豊富町 

 ・原動力の種類 ： 風力（陸上） 

 ・出  力  ： 最大３０，０００ｋＷ前後 

 

２．これまでの環境影響評価に係る手続 

 

計画段階環境配慮書受理 平成２８年 ８月 ８日 

環 境 大 臣 意 見 受 理 平成２８年１０月２８日 

経 済 産 業 大 臣 意 見  平成２８年１１月 ２日 
 

 

 

            問合せ先：電力安全課 長村、高須賀、岡田 

              電話０３－３５０１－１７４２（直通） 

                                              



 

別 紙 

 

三浦電機株式会社「（仮称）北海道（道北地区）ウィンドファ 

ーム豊富計画段階環境配慮書」に対する意見 

 

 

１．総論 

（１）対象事業実施区域の設定 

対象事業実施区域の設定並びに風力発電設備及び取付道路等の附帯設備（以下「風力

発電設備等」という。）の構造・配置又は位置・規模（以下「配置等」という。）の検討

に当たっては、計画段階配慮事項に係る環境影響の重大性の程度を整理し、反映させる

こと。 

 

（２）累積的な影響 

事業実施想定区域の周辺においては、他事業者による複数の風力発電所が環境影響評

価手続中であることから、累積的な影響が懸念される。このため、今後、環境影響評価

図書等の公開情報の収集や新規に計画される事業者を含む他事業者との情報交換等に

努め、累積的な影響について適切な予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風力発電

設備等の配置等を検討すること。 

 

（３）事業計画の見直し 

２．（１）から（５）により、騒音等及び風車の影に係る環境影響並びに動植物及び

生態系に対する影響を回避又は十分に低減できない場合は、風力発電設備等の配置等の

再検討、対象事業実施区域の見直し及び基数の削減を含む事業計画の見直しを行うこ

と。 

 

（４）環境保全措置の検討 

環境保全措置の検討に当たっては、環境影響の回避・低減を優先的に検討し、代償措

置を優先的に検討することがないようにすること。 

 

 



 

（５）方法書以降の環境影響評価図書の作成 

本配慮書では、法令等の制約から施工可能性が低いと考えられる事業実施想定区域を

複数案の一つとして設定しているが、その設定に至った検討過程の説明が不十分であ

る。また、保護地区等に指定された範囲が適切に図示されていないほか、多数の誤記が

あるなど不備が見られる。 

このため、方法書以降の環境影響評価図書の作成に当たっては、対象事業実施区域の

設定及び風力発電設備等の配置等の検討の経緯等について、その客観的な根拠となる情

報も含めて、適切かつ正確に記載すること。 

 

２．各論 

（１）騒音等に係る環境影響 

事業実施想定区域の近隣には複数の住居が存在しており、工事中及び供用時における

騒音等による生活環境への重大な影響が懸念される。このため、風力発電設備等の配置

等の検討に当たっては、「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」（平成27年10月、環境

省）及び最新の知見等に基づき、住居への影響について適切に調査、予測及び評価を行

い、その結果を踏まえ、風力発電設備等を住居から離隔すること等により、騒音等によ

る生活環境への影響を回避又は極力低減すること。 

 

（２）風車の影に係る環境影響 

事業実施想定区域の近隣には複数の住居が存在しており、供用時における風車の影に

よる生活環境への重大な影響が懸念される。このため、風力発電設備等の配置等の検討

に当たっては、住居への影響について適切に調査、予測及び評価を行い、その結果を踏

まえ、風力発電設備等を住居から離隔すること等により、風車の影による生活環境への

影響を回避又は極力低減すること。 

 

（３）鳥類に対する影響 

事業実施想定区域周辺には、ガン・カモ類及びハクチョウ類等の集団飛来地となるラ

ムサール条約湿地であるサロベツ原野が存在しているほか、オジロワシ及びオオワシ等

の海ワシ類の生息地となっていることから、本事業の実施により、これら重要な鳥類へ

の重大な影響が懸念される。このため、当該区域における風力発電設備等の配置等の検



 

討に当たっては、風力発電設備への衝突事故や移動経路の阻害等によるこれら鳥類への

重大な影響を回避するため、以下を実施すること。 

① ガン・カモ類及びハクチョウ類等の渡り鳥については、専門家等からの助言を踏

まえ、高度も含めた飛翔の経路を客観的に把握できるよう、適切な時期・時間帯、

回数、区域及び調査方法により調査を実施し、渡りの経路及び餌場への移動経路を

明らかにした上で、主な経路を避けるとともに可能な限り距離を確保すること。 

② オジロワシ及びオオワシ等の海ワシ類については、専門家等からの助言を踏ま

え、営巣地、ねぐら及び餌場等の利用範囲並びに移動経路を調査し、それらの範囲

や主な移動経路を避けるとともに可能な限り距離を確保すること。 

なお、猛禽類の調査、予測及び評価に当たっては、「猛禽類保護の進め方（改訂

版）」（平成24年12月、環境省自然環境局野生生物課）等を踏まえて行うこと。 

 

（４）動物（鳥類を除く。）に対する影響 

事業実施想定区域周辺には、コウモリ類等の哺乳類、エゾサンショウウオ等の両生類、

コモチカナヘビ等の爬虫類、エゾホトケドジョウ及びイトウ等の魚類等重要な動物が生

息しており、本事業の実施により、これらの重要な動物への影響が懸念される。このた

め、当該区域における風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、重要な動物に関す

る調査及び予測を行い、専門家等からの助言を踏まえ、環境影響を評価すること。そし

て、その結果を踏まえ、重要な動物の生息地の改変を回避又は極力低減するとともに可

能な限り距離を確保すること。 

 

（５）植物及び生態系に対する影響 

事業実施想定区域内には、自然環境保全基礎調査において植生自然度が高いとされた

植生及び水源かん養保安林に指定された森林が、特に豊別地区内にまとまって存在する

など豊かな自然環境のまとまりの場となっており、本事業の実施により、植物及び生態

系への影響が懸念される。このため、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、植

物及び生態系への影響について調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、既存道

路や無立木地等を活用することにより、これらの重要な自然環境のまとまりの分断を回

避するとともに、自然度の高い植生及び保安林に指定された森林の改変を回避又は極力

回避すること。 



 

（６）景観に対する影響 

事業実施想定区域周辺には、主要な眺望点及び景観資源が存在し、本事業の実施によ

り、これらの重要な眺望景観への影響が懸念される。このため、風力発電設備等の配置

等の検討に当たっては、フォトモンタージュを用いた予測及び評価のみならず、垂直見

込角、主要な展望方向や水平視野も考慮した客観的な予測及び評価を行い、その結果を

踏まえ、重要な眺望景観への影響を回避又は極力低減すること。 

 


